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と
き　

1
月
３
日
（
火
）
午
前
10
時

コ
ー
ス　

鳥
取
西
高
グ
ラ
ウ
ン
ド
発
着

①
フ
ァ
ミ
リ
ー
１
キ
ロ　

②
１
・
５

キ
ロ　

③
３
キ
ロ　

④
５
キ
ロ

※
小
学
生
は
①
ま
た
は
②
、
幼
児
は

①
の
み
で
す
。

参
加
料　

無
料

申
込
受
付　

当
日
午
前
９
時
か
ら
、

会
場
で
受
け
付
け

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
第
二
庁
舎

体
育
課
☎（
０
８
５
７
）20̶
３
３
７
１

※
雨
天
お
よ
び
積
雪
の
場
合
、
小
学

生
、フ
ァ
ミ
リ
ー
は
中
止
し
ま
す
。ま

た
、
状
況
に
よ
っ
て
は
全
コ
ー
ス
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。お
問
い
合

わ
せ
は
当
日
の
午
前
８
時
以
降
に
市

役
所（
０
８
５
７
）22̶

８
１
１
１
ま
で
。

　

新
鮮
な
野
菜
や
家
庭
に
眠
っ
て
い

る
生
活
用
品
な
ど
を
安
く
販
売
し
ま

す
。
当
日
は
、ご
み
の
減
量
化
の
た

め
買
い
物
か
ご
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
午
前
11
時
か
ら
県
産
米
の
お
に
ぎ

り
の
試
食
（
先
着
２
０
０
人
）
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、風
船
の
無
料
配
布
、

傘
の
骨
修
理
（
１
カ
所
50
円
）
な
ど

も
予
定
し
て
い
ま
す
。

と
き　

12
月
25
日
（
日
）
午
前
９
時

〜
正
午

と
こ
ろ　

鳥
取
市
民
会
館（
掛
出
町
）

◇
出
店
者
募
集　

出
店
料　

５
０
０
円

申
込
受
付　

12
月
１
日
（
木
）
〜

※
先
着
順
30
店
舗

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先　

鳥
取
市
消

費
者
団
体
連
絡
協
議
会
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
市
民
参
画
課
内
）
（
０

８
５
７
）20̶

３
１
６
３

　

合
併
後
初
の
開
催
と
な
っ
た
第
48

回
市
民
体
育
祭
は
、
全
19
種
目
で
熱

い
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

総
合
成
績
上
位
３
校
区
の
結
果
は
次

の
と
お
り
で
す
。
た
く
さ
ん
の
ご
参

加
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
成
績
の
詳
細
は
、
鳥
取
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
ア
ド
レ

ス
は
21
ペ
ー
ジ
）。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
第
二
庁
舎

体
育
課
☎（
０
８
５
７
）20̶

３
３
７
１

１　

位
２　

位

３　

位

A
グ
ル
ー
プ

美
保
南
美　

保

湖
山
西

B
グ
ル
ー
プ

若
葉
台
富　

桑

美　

和

C
グ
ル
ー
プ

倉　

田
東　

郷

神　

戸

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
開
催

山
の
手
マ
ラ
ソ
ン

新たに使用できる区域

公共下水道
叶一丁目／吉成／桜谷／面影二丁目／杉崎／湖山町
北四丁目／湖山町東一丁目／湖山町東五丁目／南安
長二丁目／秋里／緑ケ丘二丁目／緑ケ丘三丁目／三
津／安長／青谷町青谷／福部町海士／福部町細川／
福部町高江のいずれも一部
工事は指定工事店で
　下水道が整備された場合は、すみやかに下水道に接続
する排水設備工事をしましょう（浄化槽などの切り替え
はおおむね１年以内、くみ取り便所の水洗化は３年以
内）。工事は、必ず鳥取市の指定する排水設備工事店に
申し込んでください。無利子の改造資金融資制度もあり
ますのでご利用ください。
　排水設備工事完成後に排水管がつまって下水が流れな
い場合は、施工した工事店か清掃業者に清掃を申し込ん
で下さい。

ご注意ください！
　市役所の職員を装ったり、市役所から依頼されたなど
といつわり、下水排水管の点検、清掃、消毒などの業務
を契約させ、高額な費用を請求するといった被害が発生
しています。市役所では、みなさんの敷地内にある排水
管について、このような業務を行ったり、業者に依頼す
ることはありませんので、ご注意ください。
■問い合わせ先　
　下水道管理課（下水道庁舎） （0857）20-3304
　青谷町総合支所産業建設課　 （0857）85-0015
　福部町総合支所産業建設課　 （0857）75-2814

下水道供用区域が広がりました

鳥
取
市
民
体
育
祭
総
合
成
績

■問い合わせ先　市役所駅南庁舎市民税課
                            （0857）20－3415

会社などを
退職したときは
　市・県民税は，前年の所得に対
して課税されます。市・県民税を、
勤務先を通じて毎月の給与から差
し引いて納める方法（特別徴収）で、納税している人
が退職した場合、残りの市・県民税の納付は次の方法
になります。
＜ 6月～ 12月の退職＞
　退職の際に一括納付する方法（退職する勤務先へ依
頼してください）と、本人に送付された納税通知書で
納付する方法（普通徴収）があります。
＜ 1月以降の退職＞
　退職時に残りの税額を一括納付していただきます。
　一括納付できなかった場合は、本人あてに納税通知
書を送付します。
　なお、すぐに新しい会社に就職し，引き続き特別徴
収を希望される場合は，退職する勤務先の担当者へ申
し出て手続きを行ってください。

【市・県民税 】


